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日経協発第07－0809号
２ ０ ２ ５ 年３ 月15日

九州本部長　  西　 田　 博　 治

関係者の方へご回覧下さい。

殿

税 務 課 長

収 納 課 長

収 税 課 長

納 税 課 長

課 税 課 長

国保・ 年金課長

県税事務所所長

日　 時

参加料

九州本部 行政管理講座

〒8 1 2 -0 0 1 1 　 福岡市博多区博多駅前1 －6 －1 6 　 西鉄博多駅前ビル７ F
T E L： 0 9 2 （ 4 3 1 ） 3 3 6 5 　 　 FAX ： 0 9 2 （ 4 3 1 ） 3 3 6 7
E-m a il： kyu-s em i@ nom a .o r.jp　 　 U R L： http ://w w w .nom a .o r.jp

お 申 込 み

お問合せ先

2 0 2 5 年８ 月2 5 日（ 月） 1 3 ： 0 0 ～1 7 ： 0 0
　 　 　 　 ８ 月2 6 日（ 火） 9 ： 3 0 ～1 6 ： 3 0
2 0 2 5 年８ 月2 7 日（ 水） 1 0 ： 0 0 ～1 7 ： 0 0

※選択受講が可能です　 ※受付は、 セミ ナー開始の3 0 分前から と なり ます。

第１ 部

第２ 部

プ ロ グ ラ ム

※プログラ ム内容は一部変更になる 可能性がございます。　 　 ※出張研修（ 講師派遣） も 承っ ており ますので、 下記へお問い合わせく ださ い。

N OM A行政管理講座開催のご案内

拝啓　 時下ますますご清栄のこ と と お喜び申し あげます。

　 本会事業に対し 平素より 格別なご支援・ ご協力を 賜り 厚く お礼申し あげます。

　 地方自治体が行う 公共サービ スや公共施設の提供のためには、 安定し た 財源の確保が重要であり 、 財政健全化は喫緊の課題です。 また、 課

税の公平と 徴収の確保は車の両輪であり 、 その一翼を 担う 徴収担当者の果たす役割は重要です。 なお、 徴収担当者が扱う のは地方税のみなら

ず公課を対象と する 場合があり ます。

　 個々の職員の徴収能力を 高めていただく こ と を目的と する３ 日間の本講座は、地方税と 公課の徴収事務（ 滞納整理）に従事する皆様を 対象と

し て、１ 日目、２ 日目は狭義の滞納処分の分野を 、３ 日目は、なかなか分かり づら いと いう 声を 多く 聞く 相続、猶予制度 や破産手続を 取り 上げ

ます。（ ３ 日間連続または第１ 部・ 第２ 部いずれかの選択受講も 可能です。）なお、 本講座の進め方と し ては、 講義と 併せ、 実際に演習問題を 解

いていただく こ と により 、より 一層理解を 深めていただき たいと 考えています。また、適宜質問にも 対応し ます。

公務ご多用の折と は存じ ますが、こ の機会に関係各位のご参加を おすすめ申し あげます。　

敬　 具　

オ ン ラ イ ン 中継対応講座

徴収事務（ 滞納整理）実践講座
〈 ３ 日 間 コ ー ス 〉

Ⅰ　 租税公課と 徴収事務

　 １ ． 租税公課
　 ２ ． 地方税の種類と その概要

　 ３ ． 公課の種類と その概要

　 ４ ． 租税公課の徴収事務
　 ５ ． 徴税吏員の役割と 責任等

　 ６ ． 徴税吏員の権限

　 ７ ． 守秘義務
　 ８ ． 滞納処分等

　 ９ ． 滞納整理の基本原則

Ⅱ　 通則的事項
　 １ ． 書類の送達

　 ２ ． 期間及び期限

　 ３ ． 督促
　 ４ ． 納期限、 法定納期限、 法定納期限等

　 ５ ． 徴収権の消滅時効

　 ６ ． 延滞金

　 ７ ． 繰上徴収
Ⅲ　 主な公課に対する滞納処分の根拠規定

　 １ ． 各種保険料

　 ２ ． 下水道使用料（ 下水道料金）
　 ３ ． 保育所等の保育料

Ⅳ　 財産調査等

　 １ ． 財産調査（ 総論）
　 ２ ． 具体的な財産（ 債権、 不動産） 調査方法

　 ３ ． 質問検査及び捜索

　 ４ ． 所得税確定申告書
　 ５ ． 法人税確定申告書

　 ６ ． 納付能力調査

Ⅴ　 各種財産の差押え等
　 １ ． 差押え（ 総則）

　 ２ ． 差押禁止財産

　 ３ ． 動産又は有価証券の差押え
　 ４ ． 債権の差押え

　 ５ ． 不動産の差押え

　 ６ ． 自動車・ 小型船舶等の差押え
　 ７ ． 第三債務者等がある 無体財産権等の差押え

　 ８ ． 差押えの解除

Ⅵ　 交付要求、 参加差押え
　 １ ． 交付要求

　 ２ ． 参加差押え

Ⅶ　 換価、 配当

　 １ ． 換価
　 ２ ． 配当

Ⅰ　 納税義務の拡張

　 １ ． 納税義務の承継

　 ２ ． 第二次納税義務
　 ３ ． 連帯納税義務

Ⅱ　 納税の緩和制度

　 １ ． 徴収猶予
　 ２ ． 換価の猶予

　 ３ ． 納付誓約（ 分割納付）

　 ４ ． 滞納処分の停止
　 ５ ． 延滞金の免除

Ⅲ　 倒産処理手続と 滞納整理

　 １ ． 倒産処理手続（ 概論）

　 ２ ． 破産手続の流れ

　 ３ ． 破産手続における 租税債権の地位

　 ４ ． 破産手続と 滞納処分等

　 ５ ． 第三債務者の破産手続における 対応

Ⅳ　 法的手段の活用

　 １ ． 法的手段 （ 特に債権者代位権） 活用の意義

　 ２ ． 徴収訴訟と 支払督促

　 ３ ． 強制執行と 保全処分

【 第１ 部】
８ 月 2 5 日（ 月） 1 3 ： 0 0 ～ 1 7 ： 0 0
８ 月 2 6 日（ 火） 9 ： 3 0 ～ 1 6 ： 3 0

【 第２ 部】
８ 月 2 7 日（ 水） 1 0 ： 0 0 ～ 1 7 ： 0 0

① 地方税法、  国税徴収法各法規集

② 電卓
持参物

講　 師

〈 全講受講〉

８ /2 5 ～2 7

〈 第１ 部のみ受講〉

８ /2 5 ～2 6

〈 第２ 部のみ受講〉

８ /2 7

本会会員（ １ 名）

一　 　 般（ １ 名）

４ ２ ,０ ０ ０ 円

４ ６ ,０ ０ ０ 円

４ ,２ ０ ０ 円

４ ,６ ０ ０ 円
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５ ０ ,６ ０ ０ 円

参　 加　 料 消費税（ 1 0 ％） 合　 　 計

本会会員（ １ 名）

一　 　 般（ １ 名）

３ ３ ,０ ０ ０ 円

３ ６ ,０ ０ ０ 円

３ ,３ ０ ０ 円
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参　 加　 料 消費税（ 1 0 ％） 合　 　 計

本会会員（ １ 名）

一　 　 般（ １ 名）

２ ２ ,０ ０ ０ 円

２ ４ ,０ ０ ０ 円
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参　 加　 料 消費税（ 1 0 ％） 合　 　 計

会　 場
パピヨ ン２ ４ 　 ３ 階会議室

福岡市博多区千代１－１７－１ （ 西部ガス本社ビル）
さ いぶ

永 津  純 一  氏
フ ァ イ ナンシャ ルプラ ンナー
（ 元） 福岡国税局徴収部
　 　 　 主任訟務官
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※e-gov可



講　 座　 番　 号

6 0 0 2 4 1 4 6

行政管理講座に関する ご 意見お寄せく ださ い

随時行政管理講座に関するご意見をお待ちし ており ます。

皆さ まよ り いただいたご意見を 参考に新たな講座の開発やよ り 良いセミ ナー運営

を行っ てまいり ます。

U RL： https ://ques ta nt .jp/q/U GFIIZ FP

Y-240322-3

会 場 案 内 図申 込 要 領

オンラ イ ン開催要項

※上記申込要領・ オンラ イ ン開催要領は九州本部主催講座についてのご案内と なり ます。

・ オン ラ イ ン 中継対応講座では、 当日開催する セミ

ナーを オンラ イ ン中継いたし ますので、 Z oom を 利

用し てご参加いただけます。

・ セミ ナー参加者のみ視聴可能と し 、 複数名での視聴

は固く お断り いたし ます。 また、 録画、 録音、 テキ

スト ・ 資料の複製につき まし ても 、 著作権保護のた

めお断り いたし ます。

・ パソ コ ン（ 推奨） も し く はタ ブレッ ト 端末をご準備

く ださ い。 Z o om のアカ ウント は不要ですが、 タ ブ

レ ッ ト 端末の場合はZ oom アプリ のイ ンスト ールが

必要になり ます。 Z oom を 初めて使用さ れる方は、

http s ://zoom .u s /te s tで、 事前の接続テスト をお

願いいたし ます。

・ 原則ご質問等はZ oom 内チャ ッ ト にて受け付けてお

り ます。

※開催３ 営業日前までに当日参加用Z oom ミ ーティ ン

グU RLを付し たご案内メ ールが届かない場合は、 お

手数ですがご連絡下さ い。

W E B お 申 込 み の ご 案 内

①一般社団法人日本経営協会ホームページ
　 http ://w w w .nom a .o r.jp
②「 セミ ナー／講座」 を選択
③「 セミ ナーを 探す」 より カ テゴリ ーを 選択
④ご希望セミ ナーを 選択
⑤ご希望セミ ナー詳細の最後の「 W E B 申込み」 から

お申込み
⑥お申込み後、 確認メ ールが届き ます※

⑦お申込み完了

※導入さ れている セキュ リ ティ 設定によ っ ては、 メ ールを 受信でき ない場合がございます

W EBお申込みができ ない場合、 お手数ですが次のサイ ト U RLより FAX専用申込書を取得いただき、

必要事項をご記入の上、 FAX またはEメ ール（ kyu-s em i@ nom a .o r.jp） にてお送り く ださ い。 セミ ナー検索ページQRコ ード
【 サイト URL】 https ://www .nom a -fron t.com /NOM A_ PDF/kyus yu/2 0 2 3 kyus em ifa x.pd f

※W EBサイ ト より 専用申込書の取得ができない場合は事務局までご連絡をお願いいたし ます。

講 師 紹 介

〈 申込方法〉

本会ホームページよ り W E Bお申込みお願いし ます。 詳細は下記「 W EBお

申込みのご案内」 をご参照く ださ い。

尚、 天候不良およ び催行人数に達し ない場合、 中止も し く は延期さ せてい

ただく こ と がございます。 あら かじ めご了承く ださ い。

〈 参加料のお振込みについて〉

・ 参加料は、 銀行振込にて役所名・ 団体名で請求書記載の振込期日までに

お納めく ださ い。

　 振込手続がやむを 得ず振込期日より 遅れる場合は、 本会へご連絡く ださ

い。

・ 振込手数料は貴庁にてご負担をお願いいたし ます。

・ 銀行振込の場合、 「 銀行振込金受領書」 を 領収書に代えさ せていただき

ます。

・ 原則、 参加料は返却いたし かねます。

　 参加申込の方がご都合の悪い場合は、 代理の方にご参加いただき ますよ

う お願いいたし ます。

〈 キャ ンセル料について〉

キャ ンセル料と し て、 下記を申し 受けます。

～会場参加の場合～ 

　 開催日の３ 営業日～前日： 受講料の3 0 %

　 開催日当日： 受講料の1 0 0 %

～オンラ イ ン参加の場合～

　 開催日の５ 営業日～当日： 受講料の1 0 0 %

尚、 ご連絡なく ご欠席の場合は受講料の1 0 0 % を 申し 受けますのでご了承 

く ださ い。

〈 受講証明書の発行について〉

原則、 「 受講証明書」 の発行はいたし ており ません。

〈 その他〉

・ セミ ナー開催日の約１ か月前よ り 順次、 参加券を ご連絡担当者宛にお送

り いたし ます。

※開催３ 営業日前までに参加券が届かない場合は、 お手数ですがご連絡下

さ い。
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･JR博多駅より 西鉄バス1 0 ・ 2 9 番にて千代町下車すぐ
･市営地下鉄箱崎線、 千代県庁口４ 番出口直通
･JR吉塚駅より 徒歩約2 0 分

2 0 0 9 年７ 月　 福岡国税局徴収部　 訟務官

2 0 1 1 年７ 月　 長崎税務署　 筆頭副署長

2 0 1 3 年７ 月　 福岡国税局徴収部　 主任訟務官

2 0 1 5 年７ 月　 行橋税務署　 署長

フ ァ イ ナンシャ ルプラ ンナー
（ 元） 福岡国税局徴収部主任訟務官

永 津  純 一 氏

60025818


